
 特定自主検査の対象機械とは、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項で厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主
検査」という。)を行うと定められている機械等です。 

 安衛法施行令「定期に自主検査を行うべき機械等」第15条第2項より、法第45条第2項の政令で定められている機械等は、同第13条第3項
第8号フォークリフト、第9号別表第7に掲げる建設機械で、動力を用いかつ不特定の場所に自走することができるもの、第33号不整地運搬
車、及び第34号作業床の高さが2メートル以上の高所作業車並びに同15条第1項第2号の動力により駆動されるプレス機械等です。 

 対象機械のうち、建荷協は、フォークリフト、安衛法施行令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用いかつ不特定の場所に自走することが
できるもの、第33号不整地運搬車、及び作業床の高さが2メートル以上の高所作業車を所管しています。 


